
　毎年、志賀町と商工会が主催している新社会人歓迎会
が、4月１４日（月）に能登ロイヤルホテルで開催され
ました。
　式では、志賀町商工会の南哲郎会長が「地域の発展と
福祉の向上に貢献できる社会人になってください」とあ
いさつし、町内の１８事業所に就職した５３人に記念品
を贈呈しました。
　また、新社会人を代表して㈱北國銀行高浜支店の川辺
浩士さんが「私たちのために盛大な式典を開いていただ
きありがとうございます」とお礼の言葉を述べました。
　続いて、新社会人に「社会人の心構え」と題して㈲
Offi  ce・Can Do 代表取締役の宮永満祐美さんが講演を
行ないました。

　4月９日（水）に志賀町文化ホールで役場職員が手話
サークルのしゅわッチと桜貝のメンバー１８人にケーブ
ルテレビの加入説明会を開催しました。
　メンバーには、ろうあ者の方もいて、手話通訳と要約
筆記でケーブルテレビの概要や加入申込の仕方について
説明しました。参加者からは「手話と要約筆記があった
し、図を書いて説明してもらったのでとてもわかりやす
かった」と感想を述べました。
　しゅわッチ代表の町出春美さんによると、「文字だけ
ではろうあ者の方には伝わりきらないので、説明会を開
催していただきました。みなさんは大変満足されている
のでよかったです」と話しました。
　情報推進課ではご要望に応じて、地区や団体を対象に
ケーブルテレビに関する説明会を随時開催いたしますの
で、お気軽にご連絡ください。
　お問合せ先　　３２－９２６１(情報推進課 )
　　　　　　　　３２－９９９９(SCN志賀町ケーブルテレビ)

手話も使って説明会

新社会人歓迎の集い

　4月１日（火）に人権擁護委員の委嘱状伝達式があ
り、小谷内正孝さん（５期目）、三津幸子さん（３期目）
に法務大臣より再委嘱され、細川町長から委嘱状が手
渡されました。任期は３年です。
人権擁護委員ってなに？
　人権擁護委員は人権問題の相談や公平中立な立場
で、町民の方々に、親身になって悩み事や相談に応じ、
適切なアドバイスをしていただくとともに、子ども、
老人、障害者など、弱者の人権や街頭啓発など様々な
活動に積極的に参加しています。
　また、広報しか情報パーク内の「相談」コーナーで
毎月総合相談（無料、秘密厳守）を掲載していますの
で、お気軽にご相談ください。

人権擁護委員に委嘱状



　裁判員制度とは、国民のみなさんに裁判員として刑事裁判に参加してもらい、被告人が
有罪かどうか、有罪の場合どのような刑にするかを裁判官と一緒に決めてもらう「国民の
司法参加」を実現する制度です。この制度は、平成２１年５月までの間にスタートします。
　当町にお住まいの方々も裁判員に選ばれる可能性がありますので、金沢地方・家庭裁判
所、金沢地方検察庁及び金沢弁護士会の協力を得て、裁判員制度Ｑ＆Ａを連載しています。
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裁判員制度をご存じですか！
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皆さんのご家庭では
　「住宅用火災警報器」の設置は済みましたか？
『平成２０年５月３１日』までに、すべての住宅に設置しなければなりません。

■住宅用火災警報器の奏功例
　　　※県内でも複数の奏功例が報告されています。

※購入時の注意！
　住宅用火災警報器はホームセンター等
でも購入できますが、購入するときは日
本消防検定協会の品質を保証する鑑定マ
ーク（ＮＳマーク） が付いているものを
購入しましょう。

※悪質な訪問販売に注意！
　消防職員が一般住宅を訪問し、
住宅用火災警報器を販売することは
ありません。あたかも消防職員のよ
うな服装や言動で訪問し、勧誘する
業者がいますのでご注意下さい。

問い合わせ先　　志賀消防署　℡：３２－１７７６　　富来分署　℡：４２－１２１１

国民年金係からのお知らせ 追納を　おすすめします！

■追納は１０年以内です
　保険料の免除・納付猶予・学生納付特例の適用を受けた人は、将来有利な年金を受けとることができるように、10
年以内であれば希望により保険料を納めること（追納）ができます。
　追納は、先に経過している月の分から順次行うことになっていますが、学生納付特例期間を追納するか、免除期間を
追納するか、本人が選択します。
　追納する保険料には一定額が加算されます。ただし追納する日が対象月の属する年度の翌々年度以内のときには加算
されません。（例えば平成18年４月分を平成21年３月までに追納するときは加算されません）

■平成２０年度に追納する保険料
　平成２１年３月末までに追納する場合の１月分の保険料額

年　度
追　納　額

当時の
保険料全額免除・

納付猶予等
4分の1納付
（4分の3免除）

半額納付
（半額免除）

4分の3納付
（4分の1免除）

平成10年度の月分 16,590円 13,300円
平成11年度の月分 15,950円 13,300円
平成12年度の月分 15,320円 13,300円
平成13年度の月分 14,740円 13,300円
平成14年度の月分 14,180円 7,090円 13,300円
平成15年度の月分 13,970円 6,980円 13,300円
平成16年度の月分 13,770円 6,880円 13,300円
平成17年度の月分 13,810円 6,910円 13,580円
平成18年度の月分 13,860円 10,390円 6,930円 3,460円 13,860円
平成19年度の月分 14,100円 10,570円 7,050円 3,520円 14,100円

※追納された保険料は、社会保険料控除が受けられます。
■追納の方法
　七尾社会保険事務所（0767-53-6511）または役場国民年金係（0767-32-9121）へお問い合わせください。


